
資料６ 

 

令和４年度白樺高校との包括連携協定事業実施方針（案）について 

 

１ 趣 旨 

令和４年度議会活性化主要事業等計画に基づき、当該方針を定めるものである。 

 

２ 事業の根拠  

（１）芽室町議会基本条例 

・第８条第１項 議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底し、説明責任

を十分に果たし、町民が議会活動に参加する機会を確保します。 

（２）白樺学園高等学校と芽室町議会の包括連携協定書 

・第１条 双方の人的、知的資源の交流、活用を図ることで、双方の活動の充実・

発展に資することを目的とする。 

 

３ 事業目標  議会活動の認知度向上を図る 

 

４ 事業概要  

（１）テーマ  学年別に別途設定する。 

（１） 開催日程 令和４年７月から同５年２月 

（２） 対象者  白樺学園高等学校（１～３学年） 

（３） 開催回数 ３回 

（４） その他  議会側参加体制の検討（全議員／担当制／輪番制等） 

 

５ 今後のスケジュール 

 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

開催日  ２年 ２年  ３年 ３年  １年 １年 

議 運 ○   ○   ○   

担当班 ○   ○   ○   

・開催日…実施準備、実施、総括についての開催日程 

・議 運…開催および総括の議案として提案する時期 

・担当班…協議開催予定 ・予定の入る月に○を入れる 

 

 

 

６ 特記事項（現時点での高校との協議概要） 

（１） 議場体験（２学年：５クラス） 



・日 程 ７月 14日（木）・15日（金）及び８月 22日（月）・23日（火） 

・特 記 令和３年１月～２月実施予定シナリオ活用 

（２） 三者連携事業（３学年：４クラス） 

・日 程 10月下旬から 11月上旬 

・内 容 （仮）三者連携事業・選挙模擬体験（高校・町・議会） 

（３） 事前学習＋議場体験（１学年：５クラス ※うち１クラス特進８名） 

・日 程 令和５年１月下旬から２月上旬 

・特 記 特進コースのみ別メニューの検討余地あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度芽室高校との交流事業実施方針（案）について 

 

１ 趣 旨 

令和４年度議会活性化主要事業等計画に基づき、当該方針を定めるものである。 

 

２ 事業の根拠  

（１）芽室町議会基本条例 

・第８条第１項  議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底し、説明責任

を十分に果たし、町民が議会活動に参加する機会を確保します。 

 

３ 事業目標  まちづくりに参加するきっかけづくり 

 

４ 事業概要  

（１）テーマ  未定 

（２）開催日程 未定 

（３）対象者  芽室高校生徒 

（４）開催回数 １～２回 

（５）その他  議会側参加体制の検討（全議員／担当制／輪番制等） 

 

５ 今後のスケジュール 

 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

開催日       実施   

議 運     提案    総括 

担当班 協議  協議     振返り  

・開催日…実施準備、実施、総括についての開催日程 

・議 運…開催および総括の議案として提案する時期 

・担当班…協議開催予定 ・予定の入る月に○を入れる 

 


